令和８年度
白岡市教育委員会会計年度任用職員登録募集案内

令和８年度に市内小中学校及び教育支援センターで会計年度任用職員として勤務を希望する方は、あらかじめ登録が必要です。
登録後、新たに任用が必要となった職種についてのみ、登録者の中から書類審査、面接試験を行い、合格した方が会計年度任用職員として任用されます。

１　勤務条件
	項　目
	内　　容

	任用期間
	一会計年度の範囲で教育委員会が定める期間
（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）
※任用から１か月間は条件付採用となります。

	勤務場所
	市内各小中学校、教育支援センター

	勤務時間
	原則として、8:10～16:50の時間帯の中で職種ごとに定められた時間となります。
※職種・勤務場所で始業時間や終業時間、休憩時間は異なります。

	時　　給
	別紙「令和８年度　教員の補助員等（会計年度任用職員）登録募集職種一覧」参照

	休　　日
	原則、学校の休業日
※職種や行事等により出勤日になる場合があります。

	休暇等
	１　労働基準法に基づき、年次有給休暇を付与
２　有給、無給の特別休暇
※勤務日数・時間により、取得条件や日数が異なります。

	諸手当
	・通勤手当
・期末手当（支給対象：任期が６か月以上で週１５時間３０分以上勤務する方）

	社会保険等
	勤務時間に応じて健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入


※職種によって、勤務条件が異なることがあります。

２　選考方法
⑴　以下の事項に該当する職種についてのみ、登録者の中から書類審査を実施
ア　欠員が生じる職種
イ　今年度が任用３年度目となる会計年度任用職員の任期満了（一度の任用における引き続きの任用は３年度目まで）に伴い、改めて選考を実施する必要がある職種
ウ　令和８年度から任用人数を増やす予定の職種及び新規に募集する予定の職種
⑵　書類審査通過者に対して面接を実施（令和８年２月以降随時実施予定）
※書類審査通過者には、教育指導課から面接の日程調整について連絡します。
３　登録の手続等
　　登録申請書は、教育委員会教育指導課（白岡市役所大山庁舎）で配布するとともに、市公式ホームページからダウンロードできます。
　登録申請書に必要な事項を記入の上、令和８年１月５日（月）から令和８年１月２８日（水）までに教育指導課の窓口へ提出してください。（その後も随時受付します）
　　また、直接提出することができない場合は、郵送（令和８年１月２８日（水）必着）またはメールでの提出も可能です。
なお、資格要件が必要な職種については、資格証の写しを併せて提出してください。（確認する場合があるため、資格証の原本も必ず持参してください。）

４　その他
⑴　提出いただいた書類は一切返却いたしません。
⑵　今回の登録の有効期限は、令和９年３月３１日までとなります。
⑶　新たに任用が必要となった職種についてのみ、登録者の中から書類審査、面接試験を実施するため、登録された方全てが選考対象となるわけではありません。
また、募集職種一覧に記載のある職種であっても、事業の実施状況等により、任用しない場合もあります。
⑷　登録された方には、年度途中に会計年度任用職員の募集があった場合、連絡することがあります。
　⑸　大学生及び大学院生の応募も可とします。
　⑹　登録できる方は次のいずれにも該当しない方となります。
　　　（地方公務員法第16条に定める欠格条項）
　　　　ア　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　　　　イ　白岡市及び白岡市教育委員会において懲戒免職処分を受け、当該処分日から２年を経過しない者
　　　　ウ　人事委員会又は公平委員会の委員職にあって、地方公務員法第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
　　　　エ　日本国憲法施行日以後、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者＜問　い　合　わ　せ＞
白岡市教育委員会　教育部　教育指導課
〒３４９－０２0２　白岡市荒井新田339　　　　　
電話　  ０４８０－92－1111
担当　  指導担当（安達）・学務担当（矢島）
メール  kyouikushidou@city.shiraoka.lg.jp

